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特例郵便等投票ができます
広野町選挙管理委員会からのお知らせ

・投票日当日に投票に行けない方は、「不在者投票請求書（宣誓書）」を広野町選挙管理委員会宛に郵送してく
ださい。

・「不在者投票請求書（宣誓書）」は、町ホームページからダウンロードするか、選挙管理委員会事務局までご
連絡ください。

・不在者投票が出来る場所と時間は、滞在地（避難先）の市区町村選挙管理委員会事務局にご確認ください。
・不在者投票をする時は、「不在者投票証明書」の封を開かないで滞在地（避難先）の選挙管理委員会にお出

かけください。
・不在者投票された後、投票用紙は滞在地（避難先）の選挙管理委員会から広野町選挙管理委員会に郵送され、

令和３年秋の投票日当日に広野町で投票されますので、早めに投票してください。投票用紙の到着が投票時
間に間に合わないと、投票されません。

令和３年11月21日執行

広 野 町 長 選 挙 の
投票立会人を募集します

　広野町選挙管理委員会では、選挙に対する関心を高めるとともに、親しみある投票所づくりを目指し
て投票立会人を募集します。
　応募される方は、下記の申込期限までに選挙管理委員会にお申し込みください。

投票日当日 期日前投票

応募資格 
（共通）

・ 18歳以上で選挙権を有する方　※町外の方でも応募可能です
・特定候補や政党その他の政治団体などに直接関係ない方
・明るい選挙の推進に理解のある方

立会いの日 11月 21日（日） 11月16日（火）から 
11月20日（土）まで

立会いの 
場　　所 広野町選挙管理委員会が指定する場所 広野町役場

立会いの 
時　　間 午前７時から12時間程度 午前８時30分 

から午後８時まで

報　　酬 10,900円 
（交通費支給なし）

10,900円 
（交通費支給なし）

10,900円 
（交通費支給なし）

9,600円 
（交通費支給なし）

食　　事 弁当などを持参してください。
仕事の内容 
（共　通） ・投票事務の公平を確保するための公益代表として投票事務全般に立ち会っていただきます。

申込方法 
（共　通） ・住所･氏名･生年月日･電話番号･希望日を電話かファックス、またはメールでお知らせください。

申込期限 
（共　通） ・令和３年10月22日（金）まで（当日消印有効）

選　　考 
（共　通）

・選挙管理委員会に諮り決定します。 
・選任の結果を郵便などでお知らせします。

そ の 他 ・応募者の年齢、人数などにより調整させていただくことがありますのでご了承ください。

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ 

不在者投票のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをしている方で、一定の要件に該当する方は、令和
３年６月23日以後にその期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。

◆ 以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙などの請求時において、外出自粛要請または隔
離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の
当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便など投票ができます。

　 「特定患者等」とは、
① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の３第２項または検疫法第14条第

１項第３号の規定による外出自粛要請を受けた方
②検疫法第14条第１項第１号または第２号に掲げる措置（隔離・停留の措置）により宿泊施設内に収
容されている方
※�在外選挙人名簿に登録されている方が、上記①または②に該当することとなった場合も対象となりま
す（衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります）。

保健所などから交付された
外出自粛要請等の書面

請求書
（署名必要）

②郵便などにより送付

④郵便などにより送付

③自宅・宿泊施設等、現在する場所で、
　投票用紙に候補者名を記載し、投票
　用封筒に入れた後、その表面に署名

記載済み
投票用紙

投票用封筒
（署名必要）

選　挙　人

投票用
封筒

投票
用紙

投票用
封筒

投票
用紙

保健所などから交付された
外出自粛要請等の書面（返却）

選挙人名簿
登録地の
市区町村の

選挙管理委員会

①投票用紙・投票用封筒を請求
（選挙期日４日前まで（必着）、公示・告示日前も可）

◆ 新型コロナウイルス感染症患者のご家族などの方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
◆ 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
　 投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所などにおいて投票していただいて

差し支えありません。
◆ ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止

対策などにご協力をお願いします。ご不明な点などがある場合は、お住まいの地域を所管する保健所また
は各市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

特例郵便等投票の対象となる方

手続のイメージ

濃厚接触者の方の投票について

★総務省
　特例郵便等投票制度
　周知ホームページ

問  広野町選挙管理委員会事務局（広野町役場総務課内） 
☎0240ｰ27ｰ2111 0240ｰ27ｰ4167　メール　soumu@town.hirono.fukushima.jp 

問  広野町選挙管理委員会事務局（広野町役場総務課内） 
☎0240ｰ27ｰ2111　0240ｰ27ｰ4167　
メール　soumu@town.hirono.fukushima.jp


